

障がい福祉サービス事業者等
≪　指定申請の手引き　≫


【就労継続支援A型・B型】


≪大阪府が所管する市町村（本手引きの対象事業所）≫
　　羽曳野市、摂津市、藤井寺市、守口市、門真市、四條畷市、島本町、大東市、交野市に所在する事業所
（一般相談支援事業は政令市・中核市以外に所在する事業所）

※上記以外の市町村については、指定・指導権限を事務移譲しています。（本手引きの対象外です。）
　　お問い合わせ先や申請・届出先は各市・広域福祉課となります。ご注意ください。（P２・３参照）





◆ 障がい福祉サービス指定事業者のページ　≫（大阪府HP）
指定・指導に関する全てのご案内事項・最新情報を掲載しています。
◆ 報酬算定構造について　（厚生労働省HP）
報酬単価に関するお問い合わせは大阪府国保連合会へお願い致します。

	
≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪
【お問い合わせ先】
大阪府　福祉部　障がい福祉室　生活基盤推進課　指定・指導グループ　（指定担当）
TEL：06-69４４-9174　（内線）4519・４５２０
FAX：06-6944-6674
（電話受付時間：平日（祝日除く）９時～12時、13時～18時）　
E-mail：shitei@gbox.pref.osaka.lg.jp　（指定専用アドレス）
≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫≫
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· 制度改正や運用の変更等により、内容の一部を修正する場合があります。
· 本手引きの記載内容の解釈運用については指定担当者の指示に従って下さい。
· 本手引きは大阪府が事務権限を有する市町村（P4・５参照）に所在する事業者の
指定に関するもので、事務権限を移譲している市町村は運用が異なります。


　　　　　　　　　　　　　　


[bookmark: _Toc225333029]Ⅰ　概要
★　はじめに

[bookmark: _Hlk224029477][bookmark: _Hlk224029666][bookmark: _Hlk224029409]障がい福祉サービス事業を提供する事業者は、都道府県知事（又は事務権限を移譲している市町村）の指定を受ける必要があります。本手引きは、障がい福祉サービス事業の指定を受けるために必要な要件や手続きを説明したものです。新たに事業所の指定を申請する場合には、必ずお読みください。
（代理受領方式）
[bookmark: _Hlk224029283]障がい福祉サービスを利用する障がい者は、居住地の市町村からサービス利用をするための費用として、介護給付費又は訓練等給付費等が支給されます（「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下、「障害者総合支援法」という）」第29条第1項）。ただし、同法29条第5項の規定により、実際の費用は、サービスを提供する事業者による代理受領方式をとりますので、市町村から事業者に支払われることになります（下図参考）。

[bookmark: _Hlk224029762]≪利用の仕組み≫ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
➆ 報酬支払
（代理受領）
国保
連合会

➅ 報酬支払
（代理受領）の請求
市町村



支払事務委託


➀
支給申請

指定事業者

➁
支給決定



➃ サービス提供
➂ 契約


指定
利用者


➄ 利用者負担の支払


都道府県・政令指定都市・中核市・事務移譲市（広域）




◆ 報酬算定構造について　（報酬単価に関するお問い合わせは大阪府国保連合会へ）
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[bookmark: _Hlk224030021]指定の必要なサービス事業は以下のとおりです。
	障がい福祉サービス事業
	【介護給付】障害者総合支援法第28条第1項
居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・療養介護・生活介護・
短期入所・重度障がい者等包括支援・施設入所支援
【訓練等給付】障害者総合支援法第28条第2項
自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労選択支援・
就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型・就労定着支援・
自立生活援助・共同生活援助

	一般相談支援事業
	【地域相談支援給付】障害者総合支援法第51条の14第1項
地域移行支援・地域定着支援


[bookmark: _Toc122941342][bookmark: _Toc225333030]１　指定事務の権限移譲について　（市町村別問い合わせ先一覧）
障害者総合法、関係法令及び大阪版地方分権推進制度に基づき、「指定障がい福祉サービス事業者等の指定」の事務権限を、大阪府から市町村又は広域福祉課に移譲しています。各サービス及び事業所の所在地により、問い合わせ先が異なります。

【障害福祉サービス事業】
	事業所所在地
	指定担当窓口

	大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、
吹田市、茨木市、八尾市、柏原市、松原市、寝屋川市
	各市町村

	池田市、箕面市、豊能町、能勢町
	池田市・箕面市・豊能町・能勢町広域福祉課

	岸和田市、泉大津市、貝塚市、和泉市、高石市、忠岡町
	岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・
高石市・忠岡町広域事業者指導課

	富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村
	南河内広域事務室広域福祉課

	泉佐野市、泉南市、阪南市、能取町、田尻町、岬町
	泉佐野市・泉南市・阪南市・熊取町・田尻町・
岬町広域福祉課

	羽曳野市、摂津市、藤井寺市、守口市、門真市、四條畷市、島本町、大東市、交野市
	大阪府（本手引きの対象です。）



【一般相談支援(地域移行支援・地域定着支援)】
（特定（計画）相談支援・障害児相談支援は、各市町村が指定担当窓口です。（大阪府では対応できません。））
	事業所所在地　
	指定担当窓口

	大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市
	各市町村

	上記以外の市町村
	大阪府（本手引きの対象です。）



○　事務権限が移譲されている市町村・広域福祉課の問い合わせ先　(令和８年３月現在）
	所在地
	指定担当窓口
	住所
	電話番号

	大阪市
	福祉局障がい者施策部
運営指導課
	〒541-0055
大阪市中央区船場中央3丁目1番7－331号　船場センタービル7号館3階
	(指導に関すること)
06-6241-6527
（指定に関すること）
06-6241-6520

	堺市
	健康福祉局障害福祉部
障害福祉サービス課
	〒590-0078
堺市堺区南瓦町3番1号　
堺市役所本館7階
	072-228-7510

	東大阪市
	福祉部指導監査室
障害福祉事業者課
	〒577-8521
東大阪市荒本北１丁目1番1号
	06-4309-3187

	高槻市
	健康福祉部　福祉指導課
	〒569-0067　
高槻市桃園町2番1号
	072-674-7821

	豊中市
	福祉部
福祉指導監査課(指導等)
障害福祉課(指定等)
	〒561-8501
豊中市中桜塚3-1-1
	(指導に関すること)
06-6858-3404
(指定に関すること)
 06-6858-2229

	枚方市
	健康福祉部　福祉指導監査課
	〒573-8666　
枚方市大垣内町二丁目１番20号 
	072-841-1467

	池田市
	池田市・箕面市・豊能町・能勢町
広域福祉課
	〒562-0014　
箕面市萱野５－８－１
箕面市立総合保健福祉センター
	072-727-9661

	箕面市
	
	
	

	豊能町
	
	
	

	能勢町
	
	
	

	茨木市
	福祉部　福祉指導監査課
	〒567-8505　
茨木市駅前三丁目8番13号
	072-620-1809

	吹田市
	福祉部　福祉指導監査室
	〒564-8550　
吹田市泉町一丁目３番40号
	06-6105-8007

	寝屋川市
	福祉部　指導監査課
	〒572-8566
寝屋川市池田西町24番5号
池の里市民交流センター内
	072-812-2027

	八尾市
	健康福祉部　福祉指導監査課
	〒581-0003　
八尾市本町一丁目1番1号
	072-924-3012

	松原市
	福祉部　福祉指導課
	〒580-8501　
松原市阿保一丁目1番1号　 
	072-334-1550

	柏原市
	福祉こども部　福祉指導監査課
	〒582-8555　
柏原市安堂町1-55　 
	072-971-5202

	富田林市
	南河内広域事務室　広域福祉課

※富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町、千早赤阪村は共同処理体制として「広域事務室」を設置しています。
	〒584-0031 
富田林市寿町2丁目6-1
南河内府民センタービル2階
	0721-20-1199

	河内長野市
	
	
	

	大阪狭山市
	
	
	

	太子町
	
	
	

	河南町
	
	
	

	千早赤阪村
	
	
	

	岸和田市
	岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・高石市・忠岡町
広域事業者指導課
	〒596-0076　
岸和田市野田町三丁目13番2号
泉南府民センタービル4階
	072-493 -6133

	泉大津市
	
	
	

	貝塚市
	
	
	

	和泉市
	
	
	

	高石市
	
	
	

	忠岡町
	
	
	

	泉佐野市
	泉佐野市・泉南市・阪南市・
熊取町・田尻町・岬町
広域福祉課
	〒598-8550
泉佐野市市場東1丁目295番地の3
泉佐野市役所　本庁4階
	072-493-2023

	泉南市
	
	
	

	阪南市
	
	
	

	熊取町
	
	
	

	田尻町
	
	
	

	岬町
	
	
	


[bookmark: _Toc122941343][bookmark: _Toc225333031]２　指定基準・要件等
指定を受けるには、府の条例等、国が定める指定基準等を満たすことが必要です。
その他、省令より委任された告示等についても、必要に応じて官報等によりご確認ください。

（１）　根拠法令等一覧
ア　省令・告示
	基準
	省令・告示

	指定基準
	【障がい福祉サービス事業】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第171号）

	
	【障がい者支援施設】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年厚生労働省令第172号）

	
	【一般相談支援事業】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
（平成24年厚生労働省令第27号）

	
	【特定相談支援事業】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準
（平成24年厚生労働省令第28号）

	最低基準
	【障がい福祉サービス事業のうち療養介護、生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援(A型)(B型)】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第174号）

	
	【障がい者支援施設】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準（平成18年厚生労働省令第177号）

	報酬算定基準
	【障がい福祉サービス事業、障がい者支援施設】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第523号）


　　

イ　条例
	条例

	大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例
（平成24年大阪府条例第108号）

	大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第107号）

	大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第111号）

	大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年大阪府条例第110号）



※政令市（大阪市、堺市）、中核市（高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、寝屋川市、八尾市、吹田市）において、
同様の条例が定められています。

（２）指定の要件について

障がい福祉サービス事業等を提供する事業者等の指定は障害者総合支援法第36条及び大阪府の条例の規定に基づき、次の①～③を要件として、サービス種類ごと、事業所ごとに行われます。
①法人格を有すること
②事業所又は施設の指定基準を満たすこと
③適正な運営が見込めること
指定を受ける場合は、これらの要件を満たし必要な書類を提出する必要があります。

ア 事業者・施設等設置者の責務について（障害者総合支援法第42条、第51条の22）
1 関係機関との連携を図りつつ、障がい者等の意向、適性、障がいの特性その他の事情に応じてサービス提供を効果的に行うように努めること。
2 提供するサービスの質の評価を行い、必要な取り組みを行うことにより、サービスの質の向上に努めること。
3 障がい者等の人格を尊重するとともに、障害者総合支援法又は法に基づく命令を遵守し、サービスを提供すること。

イ 指定基準（障害者総合支援法第43条、第44条、第51条の23、第51条の24）
サービス種類ごとに以下の3つの視点から、指定基準が定められています。
指定を受けた以降も指定基準を遵守する必要があります。
· 人員基準（従業者の知識、技能、人員配置等に関する基準）
· 設備基準（事業所に必要な設備等に関する基準）
· 運営基準（サービス提供にあたって、事業所が行わなければならない事項や留意すべき事項など、
事業を実施する上で求められる運営上の基準）

上記以外にも指定を受けるには、府が定める条例、国が定める指定・最低基準等を満たすことが必要です。この他、省令の委任を受けた告示や厚生労働省の通知なども、事業者として把握しておくことが必要です。厚生労働省や大阪府ホームページに掲載していますので、確認をお願いします。
・厚生労働省HP
・【障がい福祉サービス指定事業者のページ】（大阪府ＨＰ）

（３）他法令の遵守について

障がい福祉サービス事業（一般相談支援事業）を行うために指定申請を行う場合、様々な関係法令があり、指定申請前に確認しておくべきことがあります。各所管庁に事前に相談のうえ改善を行ってください。
また、事業者は「公的サービス」を提供するものであり、公明正大な運営が求められます。当然のこととして各種の法令やルールを遵守しなければなりません。「知らなかった」では済まされないこともありますので、事業をスタートさせる前に十分に各種法令の確認を行い、理解する必要があります。
要確認 !!



　   障がい福祉サービス事業等を始めるにあたっての注意事項の
確認・実施をお願いします。
　　　  事前協議・本申請協議を申請・届出する時点で、上記注意事項を全て確認・実施していることを
前提としています。
申請・届出後に確認・実施していないことが判明した場合、指定の延期・中止とします。


◆ 報酬算定構造について　（厚生労働省HP）
報酬単価に関するお問い合わせは大阪府国保連合会へお願い致します。




[bookmark: _Toc225333032][bookmark: _Toc224054055]Ⅱ　就労継続支援A型・就労継続支援B型の指定の申請

[bookmark: _Toc225332331][bookmark: _Toc225333033]この項目は就労継続支援A型及び就労継続支援B型の指定申請に関することを記載しています。就労継続支援以外のサービスに関する指定の手引きは、大阪府ホームページよりご確認ください。

[bookmark: _Toc225333034]１　就労継続支援の指定にあたって
[bookmark: _Toc224054057]就労継続支援Ａ型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものです。
また、就労継続支援Ｂ型は、雇用契約に基づく就労が困難である障害者に対し、就労や生産活動の機会を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行うサービスです。

【指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン】
[bookmark: _Toc224054058][bookmark: _Hlk224046180][bookmark: _Toc224054059]指定就労継続支援事業所の新規指定と既存事業所に対する運営状況の把握・指導を適切に行い、不適切な事業運営が見られる場合に、都道府県、指定都市及び中核市（以下｢指定権者｣という。）による把握・指導により、適切に対応することを目的に、令和７年１１月２８日、国において「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）が示されました。本府においては、ガイドラインを踏まえ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（以下「障害者総合支援法」という。）その他関係法令の規定をはじめ、
・障がい福祉サービスの円滑な運営に必要不可欠な知識や就労支援事業会計等の生産活動の運営に必要不可欠な知識等を有しているか、
・利用者の就労の知識及び能力を向上させる支援内容となっているか、
・安定した収益が見込める生産活動を確保する計画となっているか
等、適切なサービス提供を行うことができる事業者であるかを総合的に審査し、障害者総合支援法第　３６条の規定に基づき、事業者を指定することとします。

【指定就労継続支援事業所の運営に係るおもな関係告示・通知等】
〇障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成18年９月29日厚生労働省令第171号）
https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171/20210701_503M60000100055#Mp-Ch_12-Se_4-At_192
〇就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（平成19年４月２日障
障発第0402001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知）
https://www.mhlw.go.jp/content/001473458.pdf
〇厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について（令和３年３月30日障発第0330第
　　５号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知）
https://www.mhlw.go.jp/content/001473459.pdf
〇就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて（平成18年10月２日社援発第1002001号厚生労働省社会・援護局長通知）
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001579086.pdf
〇就労支援事業会計の運用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001004096.pdf


[bookmark: _Toc225333035]２　指定申請の流れ
就労継続支援の指定にあたっては、事前協議（事業内容等の書面・面談による審査等）を実施します。
事前協議が完了しなければ、指定は翌月以降へ延期していただく場合がありますので、協議日程を考慮し
　　　ていただき、お早めに手続きを行ってください。

＜事前協議（書面及び面談による審査）＞（指定日の３月前の１日から３か月前の１５日まで）
　　　　　　　　　　　　　　※他のサービスより提出期限が早くなっていますのでお気を付けください。
（１）書面による審査
・事前協議書類について書面審査を行います。
・書面による審査の後、補正書類の提出の依頼とともに、面接日等の調整を行います。
・補正が必要な書類は、メールでの提出をお願いします。
　　　（２）面談による審査（省略する場合があります）
・面談には、法人の代表者、事業所の管理者、サービス管理責任者のいずれかの参加を必須とします。
※事前協議の詳細は「３　事前協議」を参照
↓
＜指定申請（本申請）書類の提出＞（提出期限：指定日の前々月２０日頃）
・提出期限までに郵送してください（この時点では、全ての提出書類が揃っていなくても提出可能です。）。
◆提出書類はこちら
◆提出先：〒540-8570
大阪市中央区大手前3-2-12　大阪府庁別館1階　
大阪府 福祉部 障がい福祉室 生活基盤推進課　指定・指導グループ（指定担当）
↓ 
1次審査　（提出期限：指定日の前月10日（最終締切））　
　　　　　※最終締切までに、全ての提出書類の提出・補正解消が必要です。
（追加・補正書類の提出はメールでも可）
　　　　　※必要に応じて来庁を求める場合があります
　　　　↓
2次審査　（11日以降～現地確認まで）　
　　　　　※追加書類等が発生した場合、すみやかに提出してください。
↓ 
指定時研修（Youtubeによるオンライン受講）　
　　　　　※受講のためのURL等は１次審査受付完了時にご案内します。
↓ 
現地確認
　　　　　※実施する場合のみ、1次審査後、対象事業所へ日程調整のご連絡を致します。
　　　↓ 
指定
　　　　　※指定後の手続きについては、１次審査完了時にご案内します。
（1か月以内等に提出が必要な書類（開設届（府税事務所）・社会保険・雇用保険）があります。）

★　各月の詳細な指定申請スケジュールはこちら

（注1）　指定は、毎月１日です。 
指定は、事前協議を経て、1次審査である申請受付期間中に指定基準を満たす適正な申請書類が受
付され、その後、指定時研修日前日までの2次審査においても適正であると認められた場合に
限ります。 スケジュール管理にはご注意ください。
（注2） 受付には、申請者（法人）の定款の変更手続きや人員、設備について、事業開始時点の状況が確定
していることが必要です。（施設等の改修等については、当該改修工事及び付随する建築基準法等
関係法令上の手続きや検査、備品の設置等が完了していることをいいます。）
また、締切日までに消防の立ち入りなど終えていない場合、指定できません。
（注3） 合併等により法人が消滅する場合の取扱いについて
事業者の指定は、申請した事業者（法人）に対して事業所ごとに行うものであり、当該法人が消滅す
る場合（吸収合併含む）、当該法人に対して行った指定効力も消滅します。したがって、その事業所の
指定については廃止届の提出が必要になります。また合併先の法人等で当該事業を引き続き行う
場合は、改めて新規指定の手続きを行う必要があります。なおこの場合、新しく事業所番号を附番
し事業所簿冊も一新する必要があるため、実務経験証明書等もう一度すべて提出いただきます。

（注4） 申請多数により、当月指定を締切る場合がありますのでご了承ください。

[bookmark: _Toc225333036]３　事前協議
就労継続支援の事業計画に加え、事業の目的及び事業所に求められる責務の理解、法人の理念、当該事業を選択した理由、支援員の人員体制や研修の計画、地域の関係機関との連携等について確認します。特に、開所する意向のある地域の支援ニーズや先行する就労継続支援事業所の状況を把握したものになっているか、生産活動や在宅支援の適切性について確認します。

※事前協議は大阪府行政オンラインシステムにて受付します。（詳しくはこちら）

事前協議で必要な提出書類　　【※】「土地・建物の権利関係書類」は可能な限り添付してください。

【就労継続支援Ａ型】
・指定申請書（別紙様式第１号）
・付表
・勤務形態一覧表
・組織体制図
・管理者の経歴書
・サービス管理責任者の経歴書
・サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書
・事業所の平面図
・土地・建物の権利関係書類（賃貸契約書・建物登記簿など）
[bookmark: _Hlk224063083]・就労継続支援事業所事業内容確認書
・生産活動シート（A型）
・生産活動内容に記入した金額の根拠となる資料（委託契約書や請負契約書も可）
・誓約書（A型）

【就労継続支援B型】
・指定申請書（様式第１号）
・付表
・勤務形態一覧表
・組織体制図
・管理者の経歴書
・サービス管理責任者の経歴書
・サービス管理責任者の研修修了証・資格証・実務経験証明書
・住居別の平面図
・住居別の土地・建物の権利関係書類（賃貸契約書・建物登記簿など）
・就労継続支援事業所事業内容確認書
・生産活動シート（B型）
・生産活動内容に記入した金額の根拠となる資料（委託契約書や請負契約書も可）

● 新規指定申請スケジュール　（大阪府生活基盤推進課HP）
● 事前協議について　（大阪府生活基盤推進課HP）
● 提出書類のダウンロードはこちら　（大阪府生活基盤推進課HP）






[bookmark: _Toc225333037]４　障がい福祉サービス事業等の形態
(１)　従たる事業所の取扱いについて
障がい福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障がい福祉サービスの提供を行う事業所ごとに行う。
生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型については、次の要件を
全て満たす場合については、「主たる事業所」のほか、一体的かつ独立したサービス提供の場として、一又は
複数の「従たる事業所」を設置することが可能であり、これらを一の事業所として指定することができる。

	①
人員
及び
設備に
関する
要件
	(1) 「主たる事業所」及び「従たる事業所」の利用者の合計数に応じた従業者が確保されている
とともに「従たる事業所」において常勤かつ専従の従業者が1人以上確保されていること
(2) 「従たる事業所」の利用定員が障がい福祉サービスの種類に応じて次のとおりであること。
· 生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）は就労移行支援：6人以上
· 就労継続支援Ａ型又は就労継続支援Ｂ型：10人以上
(3) 「主たる事業所」と「従たる事業所」との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離で
あって、サービス管理責任者の業務の遂行上支障がないこと。
(4) 利用者の支援に支障がない場合には、基準に定める設備の全部又は一部を設けないこと
としても差し支えないこと。

	②
運営に
関する
要件
	(1) 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること。
(2) 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されること。必要な場合には随時、主たる
事業所と従たる事業所との間で相互支援が行える体制（従たる事業所の従業者が急病の
場合等に、主たる事業所から急遽代替要員を派遣できるような体制など）にあること。
(3) 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること。
(4) 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定めら
れていること。
(5) 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、
主たる事業所と当該従たる事業所間の会計が一元的に管理されていること。



(２) 出張所等の取扱いについて
・指定障がい福祉サービス事業者等の指定等は、原則として障がい福祉サービスの提供を行う事業所ごとに
行うものとするが、例外的に、生産活動等による製品の販売、 待機や道具の保管、着替え等を行う出張所
であって、（１）の②に要件を満たすものについては、「事業所」に含めて指定することができる。
・（１）の①の（エ）は出張所についても同様である。

（３） 多機能型事業所について
・生活介護、自立訓練（機能訓練）、自立訓練（生活訓練）、就労移行支援、就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型
の事業のうち２つ以上の事業を一体的に行う（２つの事業所で行う）ことをいう。
※児童福祉法に基づく「児童発達支援」、「放課後等デイサービス」、「居宅訪問型児童発達支援」、「保育所等訪問　　支援」を行う場合も多機能型事業所になります。
・多機能型であっても事業者の指定は、事業の種類ごとに行うこととなるため、事業の追加については、事
　　業の変更ではなく、当該事業の「サービス追加」（新規指定と同様の流れ）となる。

【多機能型事業所の指定要件】
1 利用定員（規模）
（ア）　多機能型の事業所全体の合計で、20人以上であること
（イ）　事業所それぞれについて、事業ごとに定める利用定員以上であること
・生活介護、自立訓練（機能訓練・生活訓練）、就労移行支援・・・6人以上
・就労継続支援Ａ型、就労継続支援Ｂ型・・・10人以上
　　　　　※主として重度の知的障がい及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障がいが重複している障がい者を通わせる多機能型生活介護事業所が児童発達支援、放課後等デイサービス事業を一体的に行う場合は、当該多機能型生活介護事業所が行うすべての事業を通じて利用定員を５人以上とすることが可能。
　　　　　※多機能型生活介護事業所が、主として重症心身障がい児につき行う児童発達支援、放課後等デイサービスを一体的に行う場合は、当該多機能型生活介護事業所が行うすべての事業を通じて利用定員を５人以上とすることが可能。
2 サービス提供職員（従業者）の配置
多機能型として実施する事業の利用者の数の合計が20人未満である場合に限り、実施する事業の種類ごと
に、利用者の数に応じて配置すべき従業者に係る常勤の規定は課さず、多機能型事業所の従業者のうち１人
以上を常勤とすることができ、サービス管理責任者とその他の従業者については兼務することが可能。
3 サービス管理責任者の配置
各障がい福祉サービス事業所ごとに置くべき員数にかかわらず
（ア）　当該多機能型事業所の利用者の数が60人以下の場合は1人以上
（イ）　当該多機能型事業所の利用者の数が61人以上の場合は1人に60人を超えて40人を増す毎に1人
　　　を加えた数以上とする。
4 設備：相談室、洗面所、便所及び多目的室等は、サービス提供に支障のない範囲内で兼用することが可能。

[bookmark: _Toc225333038]５　人員・設備基準等について（サービス別）

[bookmark: _Toc224054075][bookmark: _Toc225333039]◆　就労継続支援Ａ型

【人員基準】　管理者・サービス管理責任者の資格要件についてはこちら（大阪府HP）
	職種名
	必要員数
	配置要件

	管理者
	１人
	原則として管理業務に従事するもの　【資格要件有り】
（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）

	サービス
管理責任者
	1人以上は常勤
	・利用者数が60人以下：1人以上
・利用者数が61人以上の場合：1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上

	従業者
	職業指導員：1人以上
生活支援員：1人以上
	職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
●職業指導員及び生活支援員の配置総数
常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上


○　利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数（定員×0.9）とする。

【設備基準・最低定員】
	基　準
	詳　細

	訓練・作業室
	訓練又は作業に支障がない広さ（※）を有し、必要な機械器具等を備えること
（※）最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保してくだ
さい。【１名あたり約３㎡（定員２０名の場合は概ね６０㎡程度）を目安とします。】
ただし、就労継続支援A型の提供（就労内容等）にあたって支障がない場合は、確保する
スペースを縮小したり、設けないことができます。（施設外就労を実施する場合等）

	相談室
	室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。

	洗面所・便所
	利用者の特性に応じたものであること

	多目的室
	サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。

	最低定員
	10人以上（多機能型も同様）
・雇用契約締結利用者10人以上
・雇用契約未締結利用者は、利用定員の1/2以内かつ9人以内まで


≪基本報酬区分について≫～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「評価点区分」について、新規指定の場合、初年度（４月指定）は、評価点が80点以上105点未満の場合で
あるとみなし、基本報酬を算定し、年度途中（５月から３月指定）に指定された事業所については、初年度
及び２年度目は、評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
 　（詳しくは大阪府HPをご確認ください。(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。)）
[bookmark: _Toc224054076]～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～


[bookmark: _Toc225333040]◆　就労継続支援Ｂ型

【人員基準】　管理者・サービス管理責任者の資格要件についてはこちら（大阪府HP）
	職種名
	必要員数
	配置要件

	管理者
	１人
	原則として管理業務に従事するもの　【資格要件有り】
（管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可）

	サービス
管理責任者
	1人以上は常勤
	・利用者数が60人以下：1人以上
・利用者数が61人以上の場合：1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数を増やすごとに1人を加えて得た数以上

	従業者
	職業指導員：1人以上
生活支援員：1人以上
	職業指導員、生活支援員のいずれか1人以上は常勤
●職業指導員及び生活支援員の配置総数
常勤換算方法で、利用者数を10で除した数以上


○　利用者数の規模は前年度の平均値を使用する。新規に指定を受ける場合は推定数（定員×0.9）とする。

【設備基準、最低定員】
	基　準
	詳　細

	訓練・作業室
	訓練又は作業に支障がない広さ（※）を有し、必要な機械器具等を備えること。
（※）最大定員数の利用者が、同時に訓練・作業する際に必要とするスペースを確保して
ください。【１名あたり約３㎡（定員２０名の場合は概ね６０㎡程度）を目安とします。】
ただし、就労継続支援B型の提供（就労内容等）にあたって支障がない場合は、確保する
スペースを縮小したり、設けないことができます。（施設外就労を実施する場合等）

	相談室
	室内における談話の漏えいを防ぐために間仕切り等を設けること。

	洗面所・便所
	利用者の特性に応じたものであること

	多目的室
	サービス提供の場、利用者の食事や談話の場等
※相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することが可能。

	最低定員
	20人以上（多機能型の最低定員は10人以上）



≪基本報酬区分について≫～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「平均工賃月額区分」について、新規指定の場合、初年度の１年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合
であるとみなし、基本報酬を算定する。年度途中（５月から３月）に指定された事業所については、初年度及び
２年度目の１年間は、平均工賃月額が10,000円未満の場合であるとみなし、基本報酬を算定する。
ただし、支援の提供を開始してから６月経過した月から当該年度の３月までの間は、支援の提供を開始して
からの６月間における平均工賃月額に応じ、基本報酬を算定することができる。
（詳しくは大阪府HPをご確認ください。(報酬改定等により、取扱いを変更する場合があります。)）
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
[bookmark: _Toc225333041]Ⅲ　指定に関するHP掲載先まとめ
[bookmark: _Toc225333042]案内ページリンク先

[bookmark: _Toc122941376]● 新規指定申請スケジュール　（大阪府HP）
● 事前協議について　（大阪府HP）
● 提出書類のダウンロードはこちら　（大阪府HP）

◆ 報酬算定構造について　（厚生労働省HP）
報酬単価に関するお問い合わせは大阪府国保連合会へお願い致します。
[bookmark: _Toc122941377]◆ 法令等について　（大阪府HP）

[bookmark: _Toc122941378]◆ 市町村への権限移譲について (大阪府HP)
　　　大阪府では各市町村へ指定・指導事務の全てを権限移譲しています。


[bookmark: _Toc225333043]指定後の手続きにおけるFAQ

Q．変更届・変更申請の提出方法を知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
[bookmark: _Toc122941381]http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/jiritu_henkousyorui.html
Q.基本報酬について知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
[bookmark: _Toc122941382]http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/kihon_hoshu.html
Q.加算について知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
[bookmark: _Toc122941383]http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/kaigokyu-huhi.html
Q.福祉・介護職員処遇改善加算等について知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
[bookmark: _Toc122941384]http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/syoguukaizen.html
Q.障がい福祉サービス事業者の事業廃止（休止・再開・辞退届）について知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
[bookmark: _Toc122941385]http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/jigyouhaisi.html
Q.指定の更新手続きについて知りたい。
A.下記リンクよりご確認ください。
http://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshido/jiritu_top/koushin.html
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